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児児児児    童童童童    福福福福    祉祉祉祉    

 
１ 保育所入所状況等 
（1) 認可保育所入所児童数の推移（各年度４月１日現在）             （単位：人） 

区  分 定員 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

 

市 

 

 

 

立 

 

能代市第一保育所 50 55 57 55 57 57 57 

能代市第三保育所 ─ 61 69 67 67 65 ─ 

能代市第四保育所 90 101 99 100 99 103 103 

能代市二ツ井子ども園 90 100 103 91 85 69 67 

能代市高丘子ども園 100 － 92 87 79 70 64 

能代市きみまち子ども園 70 － 52 67 74 64 54 

小 計 400 317 472 467 461 428 345 

 

民 

 

 

 

間 

 

 

 

す ぎ 保 育 園 45 51 51 49 48 47 51 

能代感恩講保育所 70 80 78 79 80 70 80 

轟 保 育 園 80 78 85 90 90 90 91 

（広域入所受入：外書）   （3） （5）     

まつばら保育園 45 ─ 51 51 51 50 50 

ひ が し 保 育 園 30 ─ 32 28 34 33 31 

あいじほいくえん 60 ─ ─ ─ 39 39 43 

さ か き 保 育 園 30 ─ ─ ─ ─ 32 32 

さんさん保育園 60 ─ ─ ─ ─ ─ 63 

小 計 420 209 297 297 342 361 441 

広 域 入 所 ― 0 5 0 0 2 1 

合   計 820 526 769 764 803 791 787 

 

 (2) へき地保育所入所児童数の推移（各年度４月１日現在）            （単位：人） 

区  分 定員 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

能代市河戸川保育所 50 21 18 21 25 21 19 

能代市浅内保育所 50 24 26 14 11 10 13 

能代市福田保育所 50 14 13 13 14 15 9 

能代市檜山保育所 50 13 15 16 16 9 6 

能代市鶴形保育所 40 23 18 16 20 20 13 

能代市竹生保育所 50 11 8 6 8 5 6 

能代市常盤保育所 70 7 10 12 11 10 8 

合  計 360 113 108 98 105 90 74 

 

(3) 認可保育所入所事由の状況（各年度４月１日現在）       （単位：人・％）       

  平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

区 分 人員 構成比 人員 構成比 人員 構成比 人員 構成比 

家 庭 外 労 働 617 80.8 647  80.6 657  83.1  589  82.8 

家 庭 内 労 働 63 8.2 46  5.7  37  4.7  32  4.5 

母親の出産等 16 2.1 6  0.7  5  0.6  2  0.3 

疾病又は障害 4 0.5 11  1.4  11  1.4  8  1.1 

疾病の看護等 19 2.5 11 1.4 7  0.9 6  0.8 

家 庭 の 災 害 0   0 0  0  

特 例 の 場 合 45 5.9 82  10.2  74  9.3  75  10.5 

合 計 764 100.0 803 100.0 791 100.0  712 100.0 
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 (4) 延長保育事業 

   保護者の勤務等の家庭状況に応じて、保育所の通常の保育時間を延長して、保育を行います。 

保 育 所 名 

開 所 

時 間 延長時間 

平均利用児童数 

17 年度 

 

18 年度 

 

19 年度 20 年度 

第一保育所、第三保育

所、第四保育所、 午前7時～

午後 6 時 

午後6時～

7 時 
47 人 55 人 62 人 55 人 

二ツ井・高丘・きみま

ち子ども園 

能代感恩講保育所、轟

保育園、すぎ保育園、 
午前7時～

午後 6 時 

午後6時～

7 時 
30 人 32 人 48 人 44 人 まつばら保育園、ひが

し保育園、あいじほい

くえん、さかき保育園 

※ あいじほいくえん、さかき保育園は、19年度から 

 

 (5) 一時保育事業 

     家庭で育児を行っている保護者が、地域活動や冠婚葬祭、看病、仕事などのために保育ができ       

なくなった場合に、一時的に指定保育所で乳幼児の保育を行います。 

        実施保育所：第一保育所、二ツ井・高丘・きみまち子ども園、能代感恩講保育所、 

                    轟保育園、まつばら保育園、ひがし保育園、さかき保育園 

       利 用 日 数：１月につき１４日以内 

        利 用 料：第一保育所、二ツ井・高丘・きみまち子ども園 

３歳児未満1,500円 ３歳児以上1,000円／1日（生活保護世帯は無料） 

能代感恩講保育所 ３歳児未満1,800円 ３歳児以上1,500円／1日 

轟保育園 1,000円／1日 

まつばら保育園  ３歳児未満1,500円 ３歳児以上1,000円／1日 

ひがし保育園  ３歳児未満1,500円 ３歳児以上1,200円／1日 

さかき保育園 1,500円／1日 

       利用状況                  （単位：人） 

区 分 延べ利用児童数 １日平均利用児童数 

平成 17 年度 2,619 8.9 

平成 18 年度 2,526 8.6 

平成 19 年度 2,274  7.7 

平成 20 年度 3,304  11.2 

 

 (6) 病児・病後児保育事業 

     病気やけがのため保育所や幼稚園、小学校を休む必要がある児童を、家庭で看護できない場合      

   に、一時的に医療機関で預かります。保育所や幼稚園などに通っていない児童の場合でも、家     

   庭で看護できない事情がある場合には利用できます。 

        実施施設：安岡小児科医院    対象：生後２ヶ月から小学校３年生までの児童 

        定  員：１日あたり２人程度            

    利用時間：午前８時～午後６時 

        利用日数：連続して７日以内（病状により延長可） 利用料  １人１日2,000円 

    （生活保護・市民税非課税世帯は無料、所得税非課税世帯は1,000円） 

   

 

 

     ※ 平成１９年度まで 乳幼児健康支援一時預かり事業（平成１３年１０月から実施） 

区 分 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 

延べ利用児童数 131 人 158 人 251 人 243 人 265 人 234 人 
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(7) 認可外保育施設健康・衛生管理費補助金（平成13年度から） 

    認可外保育施設の入所児童の保健衛生の向上を図るため、児童の健康診断、調理員の検便、施  

設における消毒等の衛生管理に要する経費の一部を補助します。 

認可外保育施設の入所児童数（各年度4月1日現在。広域入所を除く。）     （単位：人） 

区 分  定員 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

あいじほいくえん 58 42 39 51 ― ―  ―  

渟城幼児センター 67 32 34 42 55  65  61 

さかき幼児教育センター 20 16 26 30 ― ―  ―  

ベビールームメリーゴー

ランド 45 27 36 35 43  24  14 

計 190 117 135 158 98  89  75 
 
 
 

２ すこやか子育て支援事業 

    出生率の向上を図るため、保育所等に入所している１歳以上の幼児の保護者負担を軽減するた  

    め保育料等を減免又は補助します。                         （単位：人・千円） 

区  分 

認可保育所 
へき地

保育所 

認可外 

保育施設 
計 幼稚園 合計 公立 

保育所 

法人 

保育所 

19

年

度 

施設数 6 5 7 6 24 6 30 

対象

児童

数 

１子０歳  ― ―   ―  ―  ―  ―  ― 

３子 57  32 12  31  132  94  226 

1/4 288  138 94  52  572  524  1,096 

1/2 64  99  0  93  256  0  256 

減免

補助

額 

１子０歳  ― ―   ―  ―  ―  ―  ― 

３子 

 

13,295 

 

6,524  968 

 

11,254 32,041 

 

19,875 51,916 

1/4 

 

15,012 

 

8,124 

 

1,940  2,666 27,742 

 

26,017 53,759 

1/2 

 

4,676 

 

7,888  0 

 

10,864 23,428  0 23,428 

20

年

度 

施設数 6 5 7 6 24 6 30 

対象

児童

数 

１子０歳 ―  ― ―   ―  ―  ―  ― 

３子 40  19 16  13  88  81  169 

1/4 214  95 71  9  389  478  867 

1/2 125  201 11  166  503  52  555 

減免

補助

額 

１子０歳 ―  ― ―   ―  ―  ―  ― 

３子 

 

14,027 

 

6,708 

 

1,271  4,387 26,393 

 

15,633 42,026 

1/4 

 

14,895 

 

7,324 

 

1,567  1,258 25,044 

 

26,200 51,244 

1/2 

 

13,844 

 

20,205  252 

 

16,484 50,785  1,221 52,006 

 

  ※ 平成１７年８月制度改正（所得制限有） 

（新制度）平成１７年４月２日以降に生まれた幼児については、保育料の１／２助成。 

        平成１７年４月１日以前に生まれた幼児については、特例として保育料の１／４助成。 

（経過措置）平成１８年４月１日以前生まれた第３子以降及び第１子０歳児は保育料無料。 

  ※ 平成２０年度改正点（ひとり親はすこやか優先とする） 
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３ 家庭児童相談室                             

家庭相談員は、家庭児童福祉の向上を図るため、必要な実情の把握に努めるとともに、児童の 

福祉に関する相談・指導を行います。 

      設置場所    能代市福祉事務所（子育て支援課） 

      相 談 員    ２人 

      時  間    午前８時３０分～午後４時４５分 

   家庭児童相談状況                                       （単位：件） 

 区分 

  

養護 

相談 

保
健
相
談 

心身障害相談 
非行 

相談 
育成相談 

そ
の
他
相
談 

計 

年

度 

児
童
虐
待 

そ
の
他 

肢
体
不
自
由 

視
覚
障
害
児 

言
語
発
達 

障
害
等 

重
症
心
身
障
害 

 

知
的
障
害 

自
閉
症 

ぐ
犯
行
為
等 

 

触
法
行
為
等 

性
格
行
動 

不
登
校 

適
性 

し
つ
け 

18 
件数  21 27     13 

 

4 

 

23  

 

1 

 

6 

 

16 

 

9  

 

1 

 

10 131 

実績 53 74     25 

 

4 

 

37  

 

7 

 

25 

 

28 

 

25   

 

33 311 

19 
件数  27 24 1 1  13 4 25 2 4 6 19 6   1 133 

実績  65 105 

 

2 2  31 10 38 4 14 12 50 29   8 370 

20 
件数  13 22 2 1  14 2 24 2 5 4 13 4  3 109 

実績 109 67 4 1  27 3 49 4 16 24 59 8  66  437 

 
４ 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当 

  (1) 児童手当                    

   この手当は、児童手当法に基づき、小学校修了前の児童を養育している人で、前年の所得が所   

得制限限度額を超えない場合に支給されます。 

     支給対象年齢  小学校修了前（１２歳到達後最初の年度末） 

     手当月額       ３歳未満児一律10,000円  ３歳以上児（第１子・第２子） 5,000円 

                                                            （第３子以降）    10,000円 

     支払時期        ２月、６月、１０月 

   児童手当支給状況                                   （単位：人・千円） 

区 分 

延 支 給 児 童 数 
          

支給額 備考 被用者 非被用者 特例給付 
計 3 歳未満 3 歳以上 3 歳未満 3 歳以上 3 歳未満 3 歳以上 

平成 17 年度 686 1,848 248 727 55 154 3,718 239,150   

平成 18 年度 8,980 31,171 3,155 11,560 168 596 55,630 308,085   

平成 19 年度 9,032 32,935 2,718 11,782 86 365 56,918 357,885   

平成 20 年度 9,141 32,312 2,537 11,292 98 418 55,798 359,675   

 ※ 被用者とは、国民年金以外の年金に加入している人を、非被用者とは、国民年金に加入して    

いる人（農業・自営業者等）をいい、特例給付とは、所得制限により児童手当を受けられない    

被用者について、前年の所得が一定額未満の場合に限り支給される手当をいう。 

 ※ 制度改正  平成１７年度・小学校第３学年修了前 

         平成１８年度・小学校修了前・所得制限の引き上げ 

         平成１９年度・３歳未満の手当額が一律１万円となる。 
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 (2) 児童扶養手当 

   この手当は、児童扶養手当法に基づくもので、父と生計を同じくしていない１８歳に達する日   

   以後の最初の３月３１日までの間にある児童（障害のある場合は２０歳未満まで）を監護して   

   いる母又は母にかわってその児童を養育している人に支給されます。 

   ただし、国民年金、厚生年金等の公的年金（老齢福祉年金を除く。）を受けている場合や養育   

   者が前年において一定額以上の所得を有する場合などには支給されません。  

   平成１４年８月から児童扶養手当支給事務が、県から市に委譲されました。 

  

 児童扶養手当受給者状況（各年度末）                        （ 単位：人、円 ）   

  

区 分 

  

  

受給者数 

  

手当月額（支給月：4月・8月・12 月） 

１人の場合 ２人の場合 ３人以上  
全部支給 一部支給 全部支給 一部支給 

平成 17 年度 498 41,880 
41,870～ 

9,880 
46,880 

46,870～ 

14,880 

３人目以降、１人につき 

３，０００円加算 

平成 18 年度 600 41,720 41,710～ 

9,850 
46,720 46,710～ 

14,850 

３人目以降、１人につき 

３，０００円加算 

平成 19 年度 606 41,720 41,710～ 

9,850 
46,720 46,710～ 

14,850 

３人目以降、１人につき 

３，０００円加算 

平成 20 年度 593 41,720 41,710～ 

9,850 
46,720 46,710～ 

14,850 

３人目以降、１人につき 

３，０００円加算 

 

  (3) 特別児童扶養手当 

   この手当は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づくもので、重度の障害のある２０   

   歳未満の児童を監護している父母又は父母にかわって児童を養育している人に支給されます。 

   ただし、児童が障害を支給事由として公的年金を受けることができる場合や父母等が前年にお   

   いて、一定額以上の所得を有する場合などには支給されません。 

   

特別児童扶養手当受給者状況                            （単位：人、円 ）   

区 分 
受 給 者 手当月額（支給月：4月・8 月・12 月） 

 

１級 ２級 １級 ２級 

平成 17 年度 55 58 50,900 33,900 

平成 18 年度 53 60 50,750 33,800 

平成 19 年度 55 67 50,750 33,800 

平成 20 年度 52 61 50,750 33,800 

 
５ 助産施設 

   助産施設とは、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院出産をすることが困   

   難な妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設です。 

  

助産施設入所状況                                            （単位：人 ）     

施 設 名 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 

山本組合総合病院 1 2 1 0 1 3 5 2 1 

秋田社会保険病院 1 1 3 1 1 2 1 3 ― 

計 2 3 4 1 2 5 6 5 1 

         ※ 平成17年度までは能代地区のみ    

         ※ 平成20年度から山本組合総合病院のみ    
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６ 児童福祉施設措置状況                                

                                         平成21年3月末日現在 

施 設 名 経営主体 所 在 地 定員 措置 電話番号 

秋田赤十字乳児院 
秋田赤十字社 

秋田県支部 

秋田市広面字釣瓶町 

100 番 3号 
30 1 018(884)1760 

陽清学園 (福)県北報公会 
北秋田市七日市字家

向 46 番地 1 
70 9 0186(66)2104 

千秋学園 秋田県 
秋田市新屋下川原町 

1 番 2 号 
75 2 018(862)2614 

秋田県高清水園 
(福)秋田県社会福祉 

 事業団 

秋田市上北手猿田字 

苗代沢 14番地 1 
40 0 018(829)3577 

東山学園 (福)花輪ふくし会 
鹿角市花輪字案内 

58 番 8 号 
30 0 0186(23)3021 

大野岱吉野学園 (福)県北報公会 
北秋田市七日市字家

向 46 番地 1 
50 1 0186(66)2104 

秋田県太平療育園 秋田県 
秋田市新屋下川原町 

2 番 1 号 
160 0 018(863)3451 

感恩講児童保育院 (福)感恩講 
秋田市寺内神屋敷 

1－1 
80 0 018(845)0483 

 

７ 子育て支援センター 

   子育て支援センターは、育児相談や子育てサークル等の育成・支援、すくすくひろば（親子交   

 流）の開催、保育所地域活動等の実施・促進、地域の保育資源の情報提供などにより、子育て   

 家庭に対する支援を行います。 

施 設 名 子育て支援センター（能代地区） さんぽえむ（二ツ井地区） 

開設時期 平成１０年４月 平成１６年４月 

開設場所 ｻﾝﾋﾟﾉ（第一保育所） 旧種梅保育園 

職  員 育児支援担当４人、育児相談員１人 育児支援・相談担当者２人 

開設時間 
午前８時３０分～午後７時 

（育児相談：午前 8 時 30 分～午後 7 時） 

午前９時３０分～午後３時３０分 

（育児相談：午前 9 時～午後 4 時） 

 

  (1) 平成２０年度活動状況（延べ） 

 （能代地区） 

○すくすくひろば（親子交流）        72回  4,312人参加 

○出前保育（公園で歌や体操、親子遊び） 20回   768人参加 

○育児サークル支援                              6回   197人参加 

○子育てボランティア（託児ボランティア、シニアボランティア等）           10回    47人参加 

○ちびちゃんひろば（保育所開放）                  80回   289人参加 

○ちびっこフェスティバル（第10回目）                        1,200人参加 

○子育てマップ「能代市子育て応援すくすくナビ」発行   1回        200部 

○子育てテレホンサービス                                   159件利用 

○サークル開放日（子育て支援センター）              55回   693人参加 

○外国人の母を持つ家庭への支援                1回    21人参加 

 

 （二ツ井地区） 

○おひさま広場                    194回  3,777人参加 

○おでかけ広場                                    104回  4,120人参加 
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○リフレッシュ                                       5回    88人参加 

○子育て応援講座                                     5回   233人参加 

 

○夏祭り                                             1回   171人参加 

○さんぽえむ通信発行                                12回    4,000部 

○育児相談                                                         75件 

○子育てボランティア（登録20人）          34回    67人参加 
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１ 母子家庭及び父子家庭の状況 

 (1) 母子家庭世帯数                                            （単位：世帯） 

区 分 20 歳未満 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 合 計 

平成 18 年度 1 (0) 96 (35) 284 （142) 302 (169) 50 (32) 5 (3) 738 (381) 

平成 19 年度 0 (0) 94 (32) 307 （154) 302 (161) 56 (36) 5 (4) 764 (387) 

平成 20 年度 2 (0) 97 (24) 304 （152) 305 (172) 55 (34) 3 (2) 766 (384) 

  ※ 各年8月1日現在。（ ）は母子家庭世帯のうち母と子のみの世帯数。 

 

(2) 父子家庭世帯数                                               （単位：世帯） 

区 分 20 歳未満 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 合 計 

平成 18 年度 0 (0) 5 (1) 35 （13) 55 (17) 31 (16) 0 (0) 126 (47) 

平成 19 年度 0 (0) 2 (1) 31 （10) 53 (18) 29 (13) 1 (0) 116 (42) 

平成 20 年度 0 (0) 2 (1) 43 （12) 57 (25) 27 (15) 1 (1) 130 (54) 

  ※ 各年8月1日現在。（ ）は父子家庭世帯のうち父と子のみの世帯数。 

 

２ 母子家庭及び父子家庭相談受付状況（平成17年度までは能代地区のみ） 

 (1) 母子家庭相談                                                  （単位：件） 

区 分 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

生活一般 52 61 163 115 121 134 88 

児童問題 31 41 48 36 34 38 27 

生活援護 104 120 87 109 131 136 100 

その他 4 6 5 6 7 2 2 

計 191 228 303 266 293 310 217 

        

(2) 父子家庭相談                                            （単位：件） 

区 分 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

生活一般 1 2 0 0 0  0  0 

児童問題 0 0 0 0 0  3  4 

計 1 2 0 0 0  3  4 
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３ 母子生活支援施設 

   母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子とその児童（母子 

     世帯）を入所させて、保護するとともに、入所した母子の自立の促進のためにその生活を支 

  援することを目的とする施設です。 

  

(1) 母子生活支援施設入所状況（各年度4月1日現在）             （単位：世帯・人） 

施 設 名 能代松原ホーム 

定 員 １５世帯 

区分 
能 代 市 他 町 村 合  計 

世帯数 人数 世帯数 人数 世帯数 人数 

平成 13 年度 3 9 4 12 7 21 

平成 14 年度 4 11 3 7 7 18 

平成 15 年度 5 17 2 5 7 22 

平成 16 年度 5 18 2 5 7 23 

平成 17 年度 7 22 1 2 8 24 

平成 18 年度 5 17 1 2 6 19 

平成 19 年度 7 23 1 2 8 25 

平成 20 年度 5 16  1 2  6 18  

平成 21 年度 3 10  ― ―  3 10  

 

 (2) 秋田県女性緊急一時保護事業 

   夫等の暴力などから緊急一時的に避難し、保護を必要とする女性を、県知事（県女性相談所    

   長）の委託を受けて母子生活支援施設において、一定期間（原則３０日以内）保護します。 

  

 

４ ひとり親家庭児童保育援助費 

   母子家庭及び父子家庭児童の保育施設等に要する費用を援助（所得制限あり）します。 

                                                                       （単位：人・千円） 

  

区分 

認可・へき地保育所 幼稚園 認可外保育施設 合 計 

人数 減免額 人数 補助金額 人数 補助金額 人数 金額 

平成 17 年度 17 1,965 30 1,018 17 4,084 64 7,067 

平成 18 年度 29 3,087 33 2,591 20 3,880 82 9,558 

平成 19 年度 20  2,372 36  3,184 20  6,133 76 11,689 

平成 20 年度 19  1,186 21  1,159 14  3,032 54  5,377 

  ※ 平成２０年度改正点（ひとり親はすこやか優先とする） 

 
５ ひとり親家庭等住宅整備資金 

    この資金は、現に扶養する子のある配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって住宅の整     

   備を必要とし、かつ自力で整備を行うことが困難な人に貸付けます。 

    貸付利率 年３％以内 

    償還期間 １０年以内（うち１年以内据置） 

      償還方法 元利均等年 （半年・月）賦 

                         （単位：千円・件） 

区 分 貸付限度 貸付件数 貸付額 

平成 17 年度 1,500 2 1,500 

平成 18 年度 1,500 0 0 

平成 19 年度 1,500 1 1,239 

平成 20 年度 1,500 1 1,300 
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